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掛
川
市
は
、
国
道
一
号
線
や
東
名
、
新
東
名
の
高
速
道
路
、
そ
し
て
東
海
道
線
や
新
幹
線
が
通
る
交
通
の
要
衝
で
す
。 

江
戸
時
代
に
は
掛
川
藩
が
置
か
れ
、
東
海
道
筋
に
は
掛
川
城
を
中
心
に
城
下
町
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
城
下
に
は
多
く
の
人
々
が
往
来
し
、
東
西
文
化 

の
交
流
豊
か
な
宿
場
と
し
て
も
発
展
し
ま
し
た
。 

山
崎
家
は
、
西
町
で
ろ
う
そ
く
や
油
を
扱
う
商
い
で
財
を
成
し
て
掛
川
藩
の
御
用
商
人
に
な
り
、
藩
の
財
政
に
も
大
き
く
寄
与
し
て
苗
字
帯
刀
を
許
さ 

れ
ま
し
た
。
六
代
目
の
時
、
現
在
の
地
に
移
り
住
ん
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
屋
敷
内
は
も
ち
ろ
ん
、
屋
敷
の
周
り
に
も
た
く
さ
ん
の
松
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、
遠
く
か
ら
望
む
と
ま
る
で
松
の
岡
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら 

「
松
ヶ
岡
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
聞
き
ま
す
。 

こ
の
山
崎
家
か
ら
は
、
八
代
目
「
山
崎
千
三
郎
」
や
、
そ
の
甥
「
山
崎
覚
次
郎
」
な
ど
、
多
く
の
郷
土
の
偉
人
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。 

 

平
成
二
十
四
年
、
市
外
に
住
む
山
崎
家
か
ら
建
物
を
取
り
壊
す
計
画
が
上
が
り
、
保
存
を
望
む
市
民
の
声
を
受
け
、
敷
地
建
物
を
掛
川
市
が
買
い
取
り 

ま
し
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
に
本
格
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
不
明
な
点
が
多
く
、
文
化
財
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
詳
細
な 

建
造
物
調
査
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
度
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院 

美
術
研
究
科 
文
化
財
保
存
学
専
攻 

保
存
修
復
建
造
物
研
究
室
に
、
歴
史
的
建
造
物
現
況
調
査
を
お
願
い
す
る
こ
と 

が
出
来
ま
し
た
。 

調
査
は
、
上
野
教
授
を
は
じ
め
東
京
藝
術
大
学
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
夏
の
真
っ
盛
り
に
は
屋
根
裏
へ
入
り
、
煤
と
び
っ
し
ょ
り
の
汗
に
ま 

み
れ
て
下
り
て
き
た
光
景
が
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
地
元
か
ら
は
設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ
の
皆
様
も
調
査
に
参
画
さ
れ
た
ほ
か
、
庭
園
の
調
査
に
は 

筑
波
大
学
の
黒
田
先
生
、
さ
ら
に
は
、
常
葉
大
学
の
土
屋
教
授
か
ら
玉
稿
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
、
多
く
の
方
々
の
お
世
話
に
な
り
な
が
ら
、
松
ヶ
岡
の
調
査
報
告
書
を
刊
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
の
も
、
「
以
善
堂
」
の
精
神
に
よ
る
皆 

様
の
力
を
結
集
し
て
い
た
だ
い
た
賜
物
だ
と
思
い
ま
す
。 

今
後
は
、
市
民
み
な
さ
ま
の
お
力
に
よ
り
、
早
急
に
松
ヶ
岡
（
旧
山
崎
家
住
宅
）
を
修
復
し
て
永
く
保
存
し
、
広
く
公
開
と
活
用
を
し
て
い
き
た
い
と 

思
い
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
に
携
わ
っ
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
記
し
て
、
序
文
と
い
た
し
ま
す
。 

今
後
と
も
、
「
松
ヶ
岡
」
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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例 
 

言 

 

一 

本
報
告
書
は
、
静
岡
県
掛
川
市
南
西
郷
に
所
在
す
る
旧
山
崎
家
住
宅
の
建
築
群
に
つ
い
て
、
そ
の
文

化
財
価
値
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

二 

調
査
研
究
は
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻
の
保
存
修
復
建
造
物
研
究
室

が
掛
川
市
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
平
成
二
五
年
度
の
単
年
度
で
実
施
し
た
。
以
下
に
調
査
関
係
者
を
列

記
す
る
。 

調
査
研
究
実
施 

 
 

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻 

保
存
修
復
建
造
物
研
究
室 

 
 

教
授 

 
 
 
 

上
野
勝
久 

 
 

非
常
勤
講
師 

 

小
林
直
弘 

 
 

教
育
研
究
助
手 

猪
狩
優
介 

 
 

大
学
院
生 

 
 

植
松
み
さ
と
、
小
柏
典
華
、
鳥
当
千
恵 

調
査
協
力
者 

 
 

常
葉
大
学
造
形
学
部 

准
教
授 

土
屋
和
男 

 

 
 

筑
波
大
学
大
学
院
世
界
遺
産
専
攻 

准
教
授 

黒
田
乃
生 

 
 

 
 

筑
波
大
学
大
学
院
世
界
遺
産
専
攻 

大
学
院
生 

井
上
美
優
、
大
給
友
樹 

 

 
 

設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ 

鈴
木
庄
一
、
山
下
晋
一
、
村
松
謙
一
、
倉
田
布
美
江
、
花
村
仁
史
、
小
林
祐
仁 

 
 

小
野
吉
彦
建
築
写
真
事
務
所 

小
野
吉
彦 

 

 

三 

口
絵
写
真
と
現
況
写
真
は
小
野
吉
彦
建
築
写
真
事
務
所
の
小
野
吉
彦
氏
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
古

絵
図
類
・
古
写
真
は
所
蔵
者
の
同
意
を
得
て
、
各
機
関
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中

に
使
用
し
た
写
真
・
図
版
は
、
特
記
の
な
い
限
り
各
調
査
員
が
撮
影
・
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。 

   

四 

本
報
告
書
の
執
筆
担
当
は
次
と
お
り
で
あ
る
。 

 

編
集
・
監
修 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘 

 
 

第
一
～
二
章
第
三
節
（
一
） 

 
 

小
林
直
弘 

 
 

第
二
章
第
三
節
（
二
） 

 
 
 
 

黒
田
乃
生 

 
 

第
三
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
直
弘 

 
 

第
四
章 

第
一
節 

 
 
 
 
 
 

小
林
直
弘 

 
 
 
 
 
 

第
二
節 

 
 
 
 
 
 

土
屋
和
男 

 
 
 
 
 
 

第
三
節 

 
 
 
 
 
 

黒
田
乃
生 

 
 

第
五
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
直
弘 

 
 

挿
図
・
図
版
作
成 

 
 
 
 
 
 

小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介 

 
 

古
写
真
調
整 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
直
弘 

 

凡 
 

例 
 

一 

報
告
書
の
本
文
中
に
掲
載
し
た
図
面
・
表
は
、
特
記
の
な
い
限
り
本
調
査
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
図
面
の
一
部
は
、
設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ
が
作
成
し
た
も
の
を
用
い
た
が
、
若
干
の
調
整
を
加

え
た
。 

 

二 

本
文
中
の
寸
法
表
示
は
原
則
と
し
て
メ
ー
ト
ル
法
と
し
た
。
た
だ
し
必
要
に
応
じ
て
尺
貫
法
も
併
用

し
た
。 

 

三 

史
料
は
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
た
が
、
適
宜
漢
字
は
新
字
体
に
、
異
字
、
俗
字
、
略
字
等
は
正
字
に
改
め

た
も
の
も
あ
る
。 

 

四 

注
や
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
、
各
節
の
末
尾
に
掲
載
し
た
。 

 

五 

年
代
表
記
は
和
年
号
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
括
弧
内
に
西
暦
年
号
を
記
し
た
。 



 

 1

第
一
章 

調
査
の
概
要 

 
一
―
一 
位
置
と
歴
史
環
境 

 

位
置 

掛
川
市
は
、
静
岡
県
西
部
の
牧
之
原
台
地
の
西
側
に
位
置
し
、
遠
州

地
方
に
属
す
る
。
近
世
に
お
け
る
当
地
域
は
、
北
を
掛
川
藩
、
南
を
横
須
賀
藩

が
統
治
し
た
。
現
在
で
は
西
に
袋
井
市
、
北
に
森
町
、
島
田
市
、
東
に
菊
川
市
、

御
前
崎
市
が
隣
接
し
、
南
は
遠
州
灘
に
面
す
る
。
平
成
一
七
年
に
大
東
町
、
大

須
賀
町
と
合
併
し
、
現
在
の
市
域
と
な
り
、
東
西
に
約
一
六
㎞
、
南
北
に
約
三

〇
㎞
で
二
六
五
・
六
三
㎢
の
広
さ
で
あ
る
。
北
方
八
高
山
、
東
方
に
は
粟
ヶ
岳
、

西
方
に
小
笠
山
が
接
し
、
中
央
に
は
、
粟
ヶ
岳
に
源
と
す
る
太
田
川
水
系
で
二

級
河
川
の
逆
川
（
さ
か
が
わ
）
が
流
れ
る
。
逆
川
は
、
古
く
は
「
懸
川
」
も
し

く
は
「
崖
川
」
と
も
呼
ば
れ
掛
川
市
の
名
称
の
由
来
と
さ
れ
る
。 

 

旧
山
崎
家
住
宅
が
所
在
す
る
掛
川
市
南
西
郷
は
、
市
域
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

し
掛
川
城
の
西
へ
約
五
〇
〇
ｍ
、
Ｊ
Ｒ
掛
川
駅
か
ら
北
西
へ
約
六
〇
〇
ｍ
で
あ

る
。
敷
地
は
南
を
正
面
と
し
、
南
方
に
は
旧
東
海
道
で
あ
る
静
岡
県
道
三
七
号

掛
川
浜
岡
線
が
通
り
、
半
町
ほ
ど
北
へ
入
り
こ
ん
だ
位
置
に
立
地
す
る
。
北
方

は
逆
川
、
東
方
は
新
知
川
に
挟
ま
れ
、
敷
地
の
北
方
で
両
河
川
は
合
流
す
る
。

逆
川
は
東
か
ら
西
に
か
け
て
流
れ
、
新
知
川
は
、
南
か
ら
北
に
向
け
て
流
れ
る
。

北
に
向
け
て
緩
や
か
に
降
る
傾
斜
は
あ
る
も
の
の
、
起
伏
が
ほ
と
ん
ど
な
い
平

坦
な
地
形
で
あ
る
。
な
お
、
南
西
郷
は
掛
川
市
内
に
飛
び
地
と
し
て
所
在
し
、

当
該
地
区
周
辺
及
び
Ｊ
Ｒ
掛
川
駅
周
辺
、
東
名
高
速
道
路
南
辺
の
掛
川
花
鳥
園

付
近
に
も
あ
る
。 

 歴
史
的
環
境 

掛
川
市
で
最
古
の
遺
物
は
、
旧
石
器
時
代
の
石
器
が
発
掘
さ
れ
、

縄
文
期
の
遺
跡
で
あ
る
萩
ノ
段
遺
跡
か
ら
は
、
土
器
が
発
掘
さ
れ
、
古
く
か
ら

生
活
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
古
代
の
掛
川
市
中
心
部
は
、
遠
江

国
佐
野
郡
に
位
置
し
、
佐
野
郡
家
に
よ
り
統
治
さ
れ
、
平
安
末
期
に
は
原
氏
に

よ
る
原
田
荘
が
経
営
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
鎌
倉
期
に
は
武
家
の
台
頭
に
よ
り
中

遠
武
士
団
が
成
立
し
、
今
川
家
が
躍
進
す
る
。 

中
世
を
経
て
、
桃
山
期
か
ら
近
世
に
か
け
る
動
乱
期
を
迎
え
る
。
市
中
は
今

川
氏
に
よ
る
支
配
が
な
さ
れ
、
今
川
氏
の
重
臣
で
あ
る
朝
比
奈
氏
に
よ
る
統
治

が
大
き
な
転
換
点
を
持
つ
。
朝
比
奈
泰
凞
は
、
文
明
年
間
の
初
期
に
今
川
氏
の

命
に
よ
り
「
懸
川
城
」
を
築
き
、
旧
東
海
道
筋
を
中
心
に
城
下
を
整
備
し
た
。

朝
比
奈
氏
に
よ
り
築
城
さ
れ
た
懸
川
城
を
掛
川
古
城
と
称
す
る
。
掛
川
古
城
は
、

現
掛
川
城
の
北
東
方
向
に
五
〇
〇
ｍ
の
天
王
山
に
位
置
し
、
現
在
は
龍
華
院
が

建
つ
。
そ
の
後
、
今
川
氏
の
勢
力
に
よ
り
、
古
城
で
は
手
狭
に
な
り
、
永
正
九

年
か
ら
十
年
頃
に
、
現
在
の
龍
頭
山
に
新
た
に
築
城
さ
れ
た
。
今
川
の
支
配
は

図 1-1 旧山崎家住宅の位置図 
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永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
に
徳
川
家
康
と
の
攻
防
に
よ
り
終
止
符
を
打
ち
、

掛
川
城
主
に
徳
川
氏
家
臣
の
石
川
家
成
が
入
り
、
掛
川
は
御
領
分
と
な
る
。
そ

の
後
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
は
豊
臣
家
家
臣
の
山
内
一
豊
に
よ
る
統
治

が
始
ま
り
新
た
な
時
代
を
迎
え
る
。
そ
の
際
の
石
高
は
、
五
万
一
千
石
（
後
に

五
万
九
千
石
）
で
あ
っ
た
。
一
豊
は
掛
川
城
の
大
幅
な
拡
張
整
備
を
進
め
、
天

主
の
建
設
、
城
郭
構
造
の
整
備
、
そ
し
て
城
下
町
の
整
備
も
執
り
行
っ
た
。 

豊
臣
政
権
の
陰
り
が
見
え
始
め
た
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
一
豊
が
転
封

に
よ
り
土
佐
に
移
さ
れ
、
松
平
定
勝
が
入
封
し
た
。
そ
の
後
の
掛
川
藩
は
徳
川

家
の
譜
代
大
名
の
領
地
と
し
て
栄
え
た
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
松
平
家
を
は
じ

め
と
し
、
安
藤
家
、
朝
倉
家
、
青
山
家
、
本
多
家
、
北
条
家
、
小
笠
原
家
、
な

ど
が
短
期
間
で
移
封
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
中
期
は
、
井
伊
家
、
松
平

家
、
小
笠
原
家
、
を
経
て
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
太
田
資
俊
（
領
地
は
五

万
石
余
）
が
上
野
国
館
林
藩
よ
り
着
任
す
る
。
太
田
家
に
よ
る
統
治
が
七
代
続

き
、
太
田
資
美
の
代
に
な
っ
て
明
治
時
代
を
迎
え
る
。 

資
美
が
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
上
総
国
芝
山
藩
に
移
る
こ
と
で
掛
川
藩

は
廃
藩
と
な
る
。
明
治
維
新
に
よ
り
一
時
駿
府
藩
に
編
入
さ
れ
る
が
、
明
治
四

年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
静
岡
県
に
属
す
る
事
と
な
る
一

。
明
治
二
二
年
の
町
村

制
導
入
に
よ
り
、
掛
川
宿
、
下
俣
町
、
十
九
首
町
、
仁
藤
村
及
び
大
池
村
、
葛

川
村
、
結
縁
寺
村
の
一
部
が
合
併
し
佐
野
郡
掛
川
町
と
な
る
。
同
年
に
は
山
崎

家
が
大
き
く
か
か
わ
っ
た
、
国
鉄
東
海
道
線
の
掛
川
駅
が
開
業
し
た
。
そ
の
後

は
、
周
辺
の
各
村
な
ど
の
編
入
を
行
い
、
昭
和
二
九
年
に
掛
川
市
と
な
り
、
さ

ら
に
平
成
一
七
年
に
大
東
町
、
大
須
賀
町
と
の
合
併
に
至
り
現
在
の
市
域
と
な

る
。 

掛
川
宿 

豊
臣
政
権
時
の
山
内
一
豊
に
よ
る
城
郭
整
備
に
伴
い
、
掛
川
城
下
は

宿
場
町
と
し
て
栄
え
る
こ
と
と
な
る
。
東
海
道
五
十
三
次
の
二
六
番
目
に
あ
た

り
、
東
は
日
坂
宿
、
西
に

袋
井
宿
が
続
く
。
成
立
時

の
町
は
、
新
町
、
木
町
（
後

に
喜
町
）
仁
藤
町
、
連
尺

町
（
後
に
連
雀
町
）
、
中

町
、
西
町
（
の
ち
に
十
王

を
含
む
）
下
俣
町
、
十
九

首
町
、
塩
町
、
肴
町
、
紺

屋
町
、
研
屋
町
、
瓦
町
の

一
三
街
区
に
分
か
れ
本
陣

は
連
尺
町
に
置
き
、
東
の

木
町
、
西
の
新
知
川
に
番

所
を
置
い
た
。
太
田
資
順

が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）

に
編
纂
を
命
じ
た
「
掛
川

誌
稿
」
に
よ
り
江
戸
後
期

の
掛
川
宿
の
様
子
を
う
か

が
え
る
。
資
料
に
よ
る
と

山
崎
家
が
所
在
す
る
西
町

は
一
六
一
戸
有
っ
た
と
さ

れ
る
。
藩
領
内
の
主
な
産

業
は
山
崎
家
な
ど
が
取
り

扱
っ
た
葛
布
、
現
在
も
特

産
品
で
あ
る
茶
を
山
手
側

で
生
産
す
る
。 

旧山崎家住宅 

図 1-2 御巡幸御道筋絵図（部分） 
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安
政
東
海
地
震 

嘉
永
七
年
一
一
月
四
日
（
安
政
元
年
、
一
八
五
四
年
一
二
月

二
三
日
）
に
安
政
東
海
地
震
が
発
生
し
た
。
遠
州
灘
を
震
源
と
し
た
推
定
Ｍ
八.

四
の
未
曾
有
の
大
災
害
で
あ
っ
た
。
地
震
に
よ
る
被
害
は
城
郭
及
び
城
下
に
広

が
り
、
本
丸
腰
曲
輪
天
主
下
石
垣
の
崩
落
、
天
主
の
半
壊
、
櫓
・
門
等
損
壊
が

多
数
あ
り
甚
大
で
あ
っ
た
。
城
下
の
様
子
は
、
掛
川
誌
稿
で
は
「
本
州
大
地
震

に
て
掛
川
の
駅
家
一
宇
残
ら
ず
転
倒
し
、
城
中
も
多
く
破
損
す
、
（
以
下
略
）
」

と
あ
り
、
ま
た
別
の
史
料
（
役
儀
歴
代
）
で
も
、
家
屋
な
ど
七
百
棟
程
度
の
焼

失
し
大
き
な
被
害
が
で
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
被
害
状
況
や
復
旧

の
様
子
を
掛
川
藩
に
よ
り
、
「
遠
江
国
掛
川
城
地
震
之
節
損
所
之
覚
二

」
（
以

下
掛
川
城
絵
図
と
す
る
）
と
し
て
安
政
二
年
に
幕
府
に
報
告
さ
れ
た
。
絵
図
に

は
破
損
度
合
い
に
よ
り
修
復
も
し
く
は
取
り
壊
し
と
分
け
て
実
施
し
た
旨
が
記

さ
れ
た
。
櫓
、
門
な
ど
の
建
造
物
は
復
旧
さ
れ
た
が
、
天
主
は
基
礎
で
あ
る
石

垣
か
ら
の
破
損
で
あ
り
再
建
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。 

地
震
後
に
復
旧
さ
れ
現
在
ま
で
残
る
建
造
物
に
二
の
丸
御
殿
（
重
要
文
化
財
）

が
あ
る
。
桁
行
約
四
四
ｍ
、
梁
間
二
五
・
六
ｍ
で
、
木
造
、
一
重
、
桟
瓦
葺
の

建
物
で
あ
る
。
建
築
年
代
は
棟
札
三

か
ら
、
震
災
後
わ
ず
か
一
年
後
の
安
政
二

年
一
一
月
に
上
棟
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
工
は
土
屋
五
四
郎
、
藤
原
良
房
が

行
っ
た
。
な
お
、
二
の
丸
御
殿
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
概
ね
現
在
の

平
面
規
模
ま
で
完
成
す
る
が
、
安
政
二
年
時
に
上
棟
し
た
範
囲
は
、
玄
関
及
び

書
院
な
ど
の
一
部
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
な
い
が
大
手
門
の
旧
棟
札
か
ら
は
安

政
五
年
夏
の
着
工
、
城
中
番
所
は
安
政
六
年
竣
工
等
、
こ
の
様
に
、
城
郭
は
、

震
災
後
す
ぐ
に
復
興
の
計
画
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
御
殿
同
様
に
、
藩
は
城
下
の

復
興
に
取
り
掛
か
り
て
い
る
。
な
お
、
城
中
の
復
旧
状
況
は
文
久
二
年
に
改
め

て
「
震
災
付
御
城
中
御
普
請
々
所
書
付
」
と
し
て
報
告
さ
れ
る
。 

 

 

 

図 1-3 掛川城絵図 図 1-4 掛川城御殿古図 
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一
―
二 

調
査
の
概
要 

 
調
査
の
背
景
と
目
的 

山
崎
家
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
掛
川
藩
の
御
用
商
人

と
し
て
名
を
は
せ
、
家
業
は
油
・
葛
布
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。
ま
た
明
治
一
一

年
の
明
治
天
皇
御
行
幸
の
際
、
行
在
所
と
し
て
使
用
さ
れ
、
建
物
を
含
め
史
蹟

名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
よ
り
聖
蹟
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
。
山
崎
家
は
明

治
天
皇
の
行
在
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ほ
ど
格
が
高
く
、
ま
た
江
戸
末
期
の
屋

敷
構
え
を
よ
く
残
し
た
住
宅
と
し
て
歴
史
的
価
値
を
有
す
る
。 

近
年
、
建
物
お
よ
び
敷
地
に
関
し
て
、
市
民
か
ら
の
保
存
要
請
を
受
け
、
平

成
二
四
年
に
掛
川
市
が
購
入
の
方
針
を
決
定
し
、
平
成
二
五
年
一
月
に
建
物
お

よ
び
敷
地
の
引
き
渡
し
式
が
行
わ
れ
、
今
後
の
保
存
と
活
用
が
望
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
掛
川
市
は
、
建
物
の
使
用
の
検
討
す
る
た
め
に
、
平
成
二
五
年
度
事

業
と
し
て
、
建
造
物
の
調
査
研
究
を
委
託
す
る
事
と
し
た
。
東
京
芸
術
大
学
大

学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻
の
保
存
修
復
建
造
物
研
究
室
で
は
文
化

財
建
造
物
の
保
存
や
こ
う
し
た
調
査
研
究
の
実
績
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
掛
川
市

か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
受
託
し
た
。 

山
崎
家
及
び
旧
山
崎
家
住
宅
に
関
す
る
既
往
研
究
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

・
山
崎
家 

『
掛
川
市
史
』
に
詳
し
く
、
建
物
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
近

世
、
近
代
の
業
績
が
掲
載
さ
れ
る
。 

・
旧
山
崎
家
住
宅 

昭
和
初
期
の
聖
跡
指
定
時
に
報
告
と
し
て
昭
和
一
〇
年
、

文
部
省
発
行
の
『
史
蹟
調
査
報
告
第
八
輯 

明
治
天
皇
聖
蹟
』
が
建
物
調
査
と

し
て
は
最
初
と
な
る
。
近
年
『
静
岡
県
近
代
和
風
建
築
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

な
ど
、
注
目
さ
れ
て
は
い
る
が
、
本
格
的
な
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
常
葉
大
学
土
屋
和
男
氏
に
よ
る
「
近
代
和
風
住
宅
を
通
し
た
景
勝
地
の
形

成
に
関
す
る
史
的
研
究
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
掛
川
市
歴
史

的
建
造
物
調
査
報
告
書
長
屋
門
〈
平
成
一
五
年
〉
」
で
は
、
山
崎
家
長
屋
門
が

取
り
上
げ
ら
れ
る 

 

こ
の
調
査
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
旧
山
崎
家
住
宅

の
建
造
物
を
精
査
し
、
旧
山
崎
家
住
宅
を
他
の
近
世
建
築
や
近
代
和
風
建
築
な

ど
の
類
例
と
の
比
較
考
察
を
行
い
、
文
化
財
的
価
値
を
考
察
す
る
事
と
し
た
。

今
後
、
旧
山
崎
家
住
宅
全
体
の
保
存
方
針
、
地
域
活
性
化
に
必
要
な
措
置
な
ど

検
討
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
た
い
。 

 
 体

制
と
経
過 

東
京
藝
術
大
学
で
は
、
屋
敷
に
所
在
す
る
建
造
物
群
の
史
料
・

構
造
形
式
・
細
部
架
構
等
の
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
れ
等
の
日
程
・
調
査
員
・

調
査
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

□
第
一
回
調
査 

五
月
一
日 

（
一
日
間
） 

 

事
前
調
整
、
建
造
物
実
測
調
査 

 
 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘 

□
第
二
回
調
査 

六
月
一
〇
日 

（
一
日
間
） 

 

実
測
調
査 

 
 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘 

□
第
三
回
調
査 

七
月
二
三
日 

（
一
日
間
） 

 

実
測
調
査 

小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介 

□
第
四
回
調
査 

八
月
二
一
日
～
二
三
日
（
三
日
間
） 

 
実
測
調
査 

 
東
京
藝
術
大
学 

 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介
、
植
松
み
さ
と
、
小
柏
典
華 
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設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ 

 
鈴
木
庄
一
、
山
下
晋
一
、
村
松
謙
一
、
倉
田
布
美
江
、
花
村
仁
史
、 

小
林
祐
仁 

□
第
五
回
調
査 

九
月
一
四
日
（
一
日
間
） 

 

検
討
委
員
会
、
史
料
調
査 

 
 

小
林
直
弘 

□
第
六
回
調
査 

一
〇
月
二
九
日
～
三
一
日
（
三
日
間
） 

 

細
部
調
査
、
実
測
調
査 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介 

□
第
七
回
調
査 

一
一
月
一
三
日
～
一
四
日
（
二
日
間
） 

 

庭
園
調
査 

筑
波
大
学 

黒
田
乃
生
、
井
上
美
優
、
大
給
友
樹 

 

東
京
藝
術
大
学 

 
 

小
林
直
弘 

□
第
八
回
調
査 

二
月
二
六
日
～
二
七
日
（
二
日
間
） 

 

類
例
調
査 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介
、
植
松
み
さ
と 

□
第
九
回
調
査 

三
月
一
七
日
～
二
〇
日
（
四
日
間
） 

 

細
部
調
査
、
写
真
撮
影
調
査 

上
野
勝
久
、
小
林
直
弘
、
猪
狩
優
介
、
鳥
当
千
恵 

 

小
野
吉
彦 

今
回
の
調
査
は
、
先
行
研
究
を
実
施
し
た
常
葉
大
学
造
形
学
部
造
形
学
科
の

土
屋
和
男
氏
に
旧
山
崎
家
の
近
代
に
お
け
る
調
査
研
究
を
、
屋
敷
地
の
庭
園
な

ど
の
調
査
は
、
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
世
界
文
化
遺
産
専
攻

の
黒
田
乃
生
氏
の
協
力
を
得
た
。
ま
た
、
屋
敷
地
に
は
、
多
く
の
建
造
物
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
実
測
調
査
に
あ
た
り
掛
川
市
の
歴
史
的
建
造
物
の
調
査
等
を
行

っ
て
い
る
「
設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ
」
に
建
造
物
実
測
の
一
部
を
依
頼
し
た
。
ま
た
口

絵
写
真
と
現
況
写
真
は
小
野
吉
彦
建
築
写
真
事
務
所
の
小
野
吉
彦
氏
に
依
頼
し

た
。
調
査
員
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

□
調
査
員 

 

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科 

文
化
財
保
存
学
専
攻 

 
 

教
授 

 
 

 
 

上
野
勝
久 

 
 

非
常
勤
講
師 

 

小
林
直
弘 

 
 

教
育
研
究
助
手 

猪
狩
優
介 

 
 

博
士
課
程 

 
 

植
松
み
さ
と 

 
 

修
士
課
程 

 
 

小
柏
典
華
、
鳥
当
千
恵 

□
調
査
協
力
者 

 

常
葉
大
学
造
形
学
部
造
形
学
科 

 
 

准
教
授 

 
 

 

土
屋
和
男 

 

筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科 

世
界
遺
産
専
攻 

 
 

准
教
授 

 
 

 

黒
田
乃
生 

 
 

修
士
課
程 

 
 

井
上
美
優
、
大
給
友
樹 

設
計
衆
団
Ｌ
Ｎ 

 

鈴
木
庄
一
、
山
下
晋
一
、
村
松
謙
一
、
倉
田
布
美
江
、

花
村
仁
史
、
小
林
祐
仁 

□
写
真
撮
影 

 

小
野
吉
彦
建
築
写
真
事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
野
吉
彦
（
口
絵
写
真
・
現
況
写
真
） 
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(

一)
な
お
、
そ
の
後
浜
松
県
に
所
属
す
る
も
、
浜
松
県
、
静
岡
県
の
合
併
に
よ
り
、
再
度
静

岡
県
に
属
す
る
事
と
な
る
。 

 
(

二) 

個
人
蔵
絵
図
の
ほ
か
に
覚
え
が
あ
る
。 

遠
江
国
掛
川
城
地
震
之
節
損
所
之
覚 

 

一
、
本
丸
七
曲
輪
天
主
下
石
垣
折
廻
壱
ヶ
所
崩
落 

 

一
、
天
主
半
潰
、
櫓
五
ヶ
所
潰 

 

一
、
門
多
門
共
拾
三
ヶ
所
潰 

 

一
、
囲
塀
数
ヶ
所
潰 

右
絵
図
朱
引
之
通
天
主
下
石
垣
崩
落
候
付
築
直
之
儀
且
又
天
主
井
櫓
門
多
門
潰
候
付
き
以

連
々
如
元
修
復
申
付
度
尤
天
主
之
儀
ハ
大
破
ニ
付
追
付
取
建
候
迠
一
先
畳
置
取
壊
候
跡
ハ

土
塀
ニ
而
囲
置
多
門
櫓
向
之
内
絵
図
掛
紙
之
分
暫
之
内
仮
之
門
建
置
櫓
跡
ハ
柵
ニ
而
囲
置

太
鼓
櫓
之
儀
茂
追
而
取
建
候
迠
二
階
付
之
仮
家
ニ
而
差
置
申
度
奉
存
候 

 

右
段
奉
願
候
以
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
太
田
摂
津
守 

 
 

安
政
二
年
乙
卯
年
七
月 

  
(

三) 

御
殿
の
棟
札
は
次
の
通
り
の
文
言
が
記
載
さ
れ
る
。 

[

表]
 

遠
江
国
掛
川
城
安
政
元
年
甲
寅
十
一
月
四
月
地
大
震 

殿
宇
皆
悉
破
碎
仍 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奉
行 

城
主
令
小
臣
有
□
□
而
領
中
工
匠
交
互
来
成
其
効 

 

年
寄 

須
貝
三
郎
兵
衛 

小
野
□
辯 

 
 

 

安
政
二
季
乙
卯
冬
十
一
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

橋
爪
弥
右
衛
門 

藤
原
正
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

用
人 

国
井
平
右
衛
門 

源 

□
□ 

[

裏]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賄
役 

 
 

 
 

和 

田 

平
太
夫 

平 

貞
久 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賄
役
兼
買
物
役 

松
山
嘉
左
衛
門 

源 

静
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勘
定
人 

 
 

 

今
井 

 

貴
作 

源 

正
英 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴
木 

 

郡
平 

源 

立
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

普
請
役 

 
 

 

加
藤 

 

有
平 

藤
原
嘉
績 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

袴
田
作
右
衛
門 

源 

政
芳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

元
方
普
請
役 

 

山
崎
又
左
衛
門 

源 

改
尚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
工
棟
梁 

 

土
屋 

五
四
郎 

藤
原
良
房 
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第
二
章 

山
崎
家
の
沿
革
と
屋
敷
構
え 

 
山
崎
家
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
万
右
衛
門
（
才
兵
衛
）
を
初
代
当
主
と
し
て

家
を
興
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
掛
川
藩
の
御
用
商
人
と
し
て
名
を
は
せ
、

掛
川
城
下
に
お
い
て
、
中
町
の
松
本
家
、
木
町
（
喜
町
）
の
鳥
井
家
と
と
も
に
、

掛
川
の
御
三
家
と
称
さ
れ
た
。
山
崎
家
は
現
在
の
当
主
で
一
一
代
を
数
え
、
歴

代
の
当
主
の
出
生
没
年
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

初
代 

 

才
兵
衛
＝
万
右
衛
門 

 
生
不
明
～
宝
暦
五
年
没 

二
代 

 

山
崎
万
右
衛
門 

 
 

 

出
生
没
年
不
明 

三
代 

 

山
崎
万
右
衛
門 

 
 

 

出
生
没
年
不
明 

四
代 

 

山
崎
万
右
衛
門
（
旭
） 

明
和
八
年
頃 

 

～
文
政
一
一
年
没 

五
代 

 

山
崎
万
右
衛
門
（
義
一
）
文
化
四
年
頃
～
文
政
一
三
年
没 

六
代 

 

山
崎
万
右
衛
門
（
知
盈
）
文
化
七
年
生 
 

～
慶
応
元
・
二
年
頃
没 

七
代 

 

山
崎
徳
次
郎 

 
 

 
 

天
保
一
一
年
生 

～
明
治
三
三
年
没 

八
代 

 

山
崎
千
三
郎 

 
 

 
 

安
政
二
・
三
年
生
～
明
治
二
九
年
没 

九
代 

 

山
崎
淳
一
郎 

 
 

 
 

明
治
一
六
年
生 

～
大
正
二
年
没 

一
〇
代 

山
崎
健
太
郎 

 
 

 
 

大
正
二
年
生 

 

～
平
成
二
〇
年
没 

一
一
代 

山
崎
良
太
郎 

現
当
主 

昭
和
一
六
年
生 

～ 

 

こ
こ
で
は
、
山
崎
家
を
近
世
、
近
代
に
分
け
て
通
観
し
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に

合
わ
せ
、
屋
敷
構
え
の
変
遷
を
み
る
。
な
お
、
山
崎
家
の
近
世
・
近
代
に
お
け

る
沿
革
は
「
掛
川
市
史
」
に
詳
し
く
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
要
約
に
つ
と
め
る
。 

  

二
―
一 

近
世
に
お
け
る
山
崎
家 

 

初
代
万
右
衛
門
は
、
才
兵
衛
と
称
し
、
伊
達
方
村
寺
ヶ
谷
（
現
掛
川
市
伊
達

方
）
の
山
崎
家
の
二
男
と
し
て
生
れ
た
。
分
家
の
後
、
油
商
と
し
て
、
油
、
蝋

燭
、
雑
貨
な
ど
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
当
時
の
居
住
地
は
不
明
で
あ
る
が
、

後
に
城
下
の
西
町
に
店
舗
を
移
転
し
、
そ
の
際
万
右
衛
門
と
名
乗
り
始
め
た
。

以
後
の
当
主
は
万
右
衛
門
を
襲
名
す
る
こ
と
と
な
る
。 

二
代
、
三
代
に
関
し
て
は
、
出
生
等
の
直
接
的
な
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
が
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
の
「
松
ヶ
岡
文
書
（
袴
田
銀
蔵
氏
『
掛
川

城
略
年
請
未
定
稿
』
所
収
）
」
の
「
覚
」
に
よ
る
と
「
祖
父
以
来
御
用
向
出
精

相
勤
候
ニ
付
苗
字
御
免
被
成
下
之
以
上
」
と
あ
り
二
代
万
右
衛
門
よ
り
御
用
達

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
よ
り
山
崎
姓
を
名
乗
る
こ
と
が
で

き
た
と
さ
れ
る
。
初
代
か
ら
四
代
旭
に
か
け
て
油
商
を
営
ん
で
い
た
が
、
五
代

目
義
一
は
、
才
右
衛
門
に
店
を
任
せ
、
十
王
町
高
屋
敷
に
新
た
に
店
を
開
き
、

葛
布
・
油
を
取
り
扱
っ
た
。
義
一
は
早
世
し
、
そ
の
弟
で
あ
る
六
代
知
盈
が
店

を
引
き
継
ぎ
、
弘
化
年
間
に
屋
敷
を
西
町
か
ら
現
立
地
の
十
王
裏
通
称
「
瓦
屋

敷
」
に
居
宅
を
移
し
た
と
さ
れ
る
。
御
用
達
の
ほ
か
、
新
田
開
発
や
土
地
の
取

得
な
ど
生
業
は
多
岐
に
わ
た
り
、
掛
川
御
三
家
の
筆
頭
と
し
て
名
を
は
せ
た
。

山
崎
家
は
、
安
政
四
年
一
〇
月
の
史
料
（
松
ヶ
岡
文
書
）
に
よ
る
と
、
五
人
扶

持
か
ら
二
五
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
、
身
分
も
御
家
来
並
右
筆
格
の
処
遇
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。 

 
二
―
二 

近
代
の
山
崎
家 

 

幕
末
の
動
乱
期
を
へ
て
、
徳
次
郎
は
掛
川
藩
の
負
債
整
理
に
参
与
し
、
御
用
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金
の
清
算
と
し
て
、
近
隣
の
田
畑
、
三
方
原
、
大
井
川
上
流
、
奥
州
奥
山
、
伊

豆
天
城
山
等
の
山
林
を
買
い
入
れ
県
下
屈
指
の
富
豪
と
な
っ
た
。
明
治
三
年
に

徳
次
郎
の
城
西
へ
の
隠
居
に
伴
い
八
代
と
し
て
徳
次
郎
の
弟
で
あ
る
千
三
郎
が

一
五
歳
に
し
て
家
督
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る
。 

近
代
の
幕
開
け
と
共
に
山
崎
家
の
沿
革
を
通
観
す
る
た
め
に
、
千
三
郎
の
功

績
を
見
た
い
。
そ
の
功
績
は
、
金
融
・
財
政
基
板
の
整
備
、
生
活
基
盤
の
整
備
、

都
市
交
通
基
盤
の
整
備
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
、
明
治
一
一
年
に
は
、
明

治
天
皇
に
よ
る
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
に
際
し
、
山
崎
家
が
行
在
所
と
し
て
使

用
さ
れ
た
。 

金
融
・
財
政
基
盤
と
し
て
、
明
治
一
一
年
に
産
業
資
金
活
用
の
た
め
、
貯
蓄

結
社
「
掛
川
厚
生
社
」
を
設
立
、
翌
年
の
明
治
一
二
年
に
岡
田
良
一
郎
と
共
に

「
資
産
貸
付
所
」
の
開
設
、
明
治
一
三
年
に
は
後
の
静
岡
銀
行
の
前
身
の
一
つ

と
な
る
「
掛
川
銀
行
」
を
掛
川
の
松
本
家
、
鳥
井
家
な
ど
と
共
に
設
立
し
筆
頭

株
主
と
な
る
。
銀
行
の
設
立
の
主
要
な
目
的
は
、
製
茶
販
売
に
伴
う
荷
為
替
金

融
で
あ
る
。
そ
の
た
め
明
治
一
四
年
に
は
茶
生
産
の
基
盤
と
な
る
茶
再
生
工
場

を
横
浜
及
び
清
水
に
建
設
し
た
。 

生
活
基
盤
整
備
と
し
て
用
水
整
備
が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
治
二
〇
年
に
山
崎
徳

次
郎
、
千
三
郎
、
松
本
儀
一
郎
、
鳥
井
半
次
郎
の
四
名
の
連
名
で
、
静
岡
県
知

事
関
口
隆
吉
あ
て
に
「
大
井
川
疎
水
工
事
測
量
願
」
が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
際
千

三
郎
は
大
井
川
用
水
の
計
画
図
を
作
成
す
る
な
ど
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
。

翌
年
に
は
そ
の
願
い
が
と
お
り
「
疎
水
測
量
記
録
」
が
開
始
さ
れ
、
事
業
に
着

手
し
た
。
そ
の
記
録
を
基
に
あ
ら
た
に
「
大
井
河
（
マ
マ
）

疎
水
工
事
計
画
書
」
が

作
成
さ
れ
た
。 

都
市
交
通
基
盤
で
は
、
東
海
道
鉄
道
の
誘
致
に
尽
力
し
た
。
明
治
一
九
年
八

月
に
「
東
海
道
鉄
道
線
路
之
儀
ニ
付
上
申
」
と
し
て
疎
水
同
様
に
静
岡
県
知
事

関
口
隆
吉
へ
提
出
し
た
。
提
出
と
共
に
、
静
岡
大
務
新
聞
に
各
有
志
と
し
て
上

申
を
掲
載
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
東
海
道
鉄
道
が
、
焼
津
か
ら
海
岸
線
を
通
る
計

画
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
上
申
の
結
果
明
治
二
二
年

に
東
海
道
鉄
道
が
開
通
し
掛
川
駅
が
開
業
し
た
。
東
海
道
鉄
道
の
誘
致
に
伴
う

動
き
は
、
「
青
田
隧
道
工
事
組
合
」
の
組
織
、
「
掛
川
馬
車
鉄
道
」
施
設
願
の

提
出
、
「
掛
川
鉄
道
株
式
会
社
創
立
願
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
以
上
の
様
に

金
融
・
用
水
・
交
通
な
ど
掛
川
の
近
代
化
の
礎
を
築
い
た
。
こ
の
こ
ろ
の
山
崎

家
は
県
下
屈
指
の
財
力
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。 

し
か
し
明
治
二
九
年
七
月
に
千
三
郎
は
四
二
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
、
九
代
目

は
弱
冠
一
四
歳
の
淳
一
郎
が
家
督
を
襲
う
こ
と
と
な
る
。
淳
一
郎
の
後
見
人
と

し
て
、
千
三
郎
の
甥
で
あ
る
覚
次
郎
が
山
崎
家
の
財
産
管
理
な
ど
を
担
っ
た
。

覚
次
郎
は
東
京
帝
国
大
学
で
教
鞭
を
揮
っ
た
経
済
学
者
・
法
学
者
で
、
後
に
日

本
銀
行
顧
問
、
金
融
学
会
初
代
理
事
会
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
淳
一
郎
も
残
念

な
が
ら
大
正
二
年
に
急
逝
し
、
十
代
目
と
し
て
息
子
で
あ
る
健
太
郎
が
家
督
を

つ
ぐ
。
健
太
郎
は
、
生
後
四
カ
月
で
あ
っ
た
た
め
、
淳
一
郎
の
弟
で
あ
る
周
五

郎
を
後
見
人
と
し
て
成
人
す
る
ま
で
山
崎
家
を
切
り
盛
り
し
た
。
健
太
郎
の
代

で
は
、
明
治
一
一
年
の
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
に
際
し
行
在
所
と
し
て
使
用
さ

れ
た
敷
地
の
一
部
を
昭
和
八
年
に
史
蹟
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し

か
し
、
戦
後
昭
和
二
三
年
六
月
に
明
治
天
皇
関
係
史
蹟
（
明
治
天
皇
聖
蹟
）
は

指
定
解
除
と
さ
れ
た
。 

第
二
次
世
界
大
戦
を
越
え
、
昭
和
三
一
年
に
は
山
崎
家
は
拠
点
を
東
京
に
移

し
、
縁
が
あ
っ
た
近
隣
に
居
住
し
て
い
た
横
山
家
に
屋
敷
の
維
持
管
理
を
ま
か

せ
た
。
そ
の
後
、
平
成
に
入
り
山
崎
家
が
屋
敷
及
び
敷
地
を
売
却
の
意
向
を
示

し
、
平
成
二
四
年
に
市
が
購
入
を
決
定
し
現
在
に
至
る
。 
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行
在
所
と
し
て
の
山
崎
家 

明
治
天
皇
に
よ
る
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
は
、
明

治
一
一
年
八
月
三
〇
日
よ
り
、
一
一
月
九
日
ま
で
執
り
行
わ
れ
た
。
供
奉
者
は
、

大
政
官
右
大
臣
岩
倉
具
視
を
筆
頭
に
延
べ
六
〇
〇
名
に
お
よ
ん
だ
。
巡
幸
に
際

し
、
山
崎
家
は
明
治
一
一
年
一
一
月
一
日
・
二
日
を
「
掛
川
行
在
所
」
と
し
て

使
用
さ
れ
た
。
当
日
の
行
程
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

一
一
月
一
日 

午
前 

八
時 
浜
松
行
在
所
御
発
輦 

 
 

 
 

 
 

午
前
一
〇
時 
治
河
協
力
社
御
発 

 
 

 
 

 
 

午
前
一
一
時 

御
小
休 

 

（
見
付
町 

元
脇
本
陣
大
三
川
屋
上
村
新
八
郎
宅
） 

 
 

 
 

 
 

午
後 

一
時 

御
小
休 

 
 

 
 

 
 

（
井
川
村 

一
木
喜
三
司
邸
） 

 
 

 
 

 
 

午
後 

二
時 

御
小
休 

 
 

 
 

 
 

（
原
川
町 

椎
木
家
伊
藤
幸
三
郎
宅
） 

 
 

 
 

 
 

午
後 

四
時
四
〇
分 

掛
川
行
在
所
御
着 

一
一
月
二
日 

午
前
八
時 

掛
川
行
在
所
御
発
輦 

 

行
在
所
と
し
て
の
様
子
は
、
史
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

・
「
大
日
本
報
徳
第
三
三
六
號
」
一
九
三
〇
年
発
行 

 

山
崎
覚
次
郎
氏
に
よ
る
回
顧
録
が
記
載
さ
れ
る
。 

・
「
明
治
十
一
年
御
巡
幸
遠
江
聖
蹟
記
稿
」
一
九
三
六
年
発
行 

山
崎
常
磐
に
よ
り
当
時
の
様
子
が
記
さ
れ
る
。 

・
「
明
治
十
一
年
明
治
天
皇
北
陸
・
東
海
道
御
巡
幸
掛
川
行
在
所
の
こ
と 

続
・
掛
川
風
俗
史
稿
」
一
九
六
九
年
発
行 

郷
土
史
家
で
あ
る
中
川
長
一
氏
が
所
蔵
す
る
「
行
幸
先
発
官
指
示

書
」
を
取
り
上
げ
当
時
を
振
り
返
る
。 

史
料
『
明
治
十
一
年
御
巡
幸
遠
江
聖
蹟
記
稿
』
か
ら
、
「
山
崎
家
邸
内
外
當

時
ノ
有
様
」
か
ら
当
時
を
見
て
み
た
い
。 

 

當
時
山
崎
家
ノ
門
道
ハ
質
素
ノ
家
風
ヲ
守
リ
、
極
メ
テ
狭
ク
辛
ウ
ジ
テ
門
前

マ
デ
人
力
車
ヲ
通
ズ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
鹵
薄
ノ
御
馬
車
通
シ
難
キ
故
門
道
ノ
東
方

ヘ
掛
出
シ
ヲ
ナ
シ
、
松
ノ
生
木
ヲ
敷
並
ベ
其
上
ヲ
土
ト
砂
利
ト
ニ
テ
搗
キ
堅
メ

盛
砂
ヲ
置
イ
タ
。
十
王
町
ヨ
リ
入
口
ノ
新
知
川
西
岸
ノ
石
垣
モ
、
其
時
山
崎
家
ニ

テ
栗
石
ヲ
以
築
立
タ
ル
由
、
又
此
時
掛
川
町
ニ
テ
モ
西
町
ト
十
王
町
ト
ノ
境
ナ

ル
西
王
橋
カ
改
造
シ
、
川
筋
堀
替
道
路
修
繕
石
垣
積
マ
デ
行
ヒ
シ
ト
見
エ
、
其
費

用
中
ヘ
山
崎
家
ヨ
リ
金
廿
圓
寄
付
ノ
事
同
家
記
録
ニ
見
ユ
。 

當
時
主
家
ハ
一
切
明
渡
シ
、
家
族
ハ
北
裏
ノ
倉
庫
ニ
入
リ
テ
謹
慎
シ
テ
居
リ
、

御
着
ト
御
発
輦
ノ
時
ニ
ハ
東
側
ノ
米
倉
ノ
軒
下
ニ
家
族
一
同
平
伏
シ
テ
奉
拝
シ

タ
ル
由
。
（
中
略
） 

長
屋
門
ノ
地
覆
ガ
ア
ル
タ
メ
、
御
馬
車
ノ
通
行
致
シ
難
キ
故
、
之
ヲ
取
除
カ
ン

ト
セ
シ
、
夫
ニ
及
バ
ズ
ト
先
發
官
ノ
命
ア
リ
シ
為
ニ
、
當
日
至
尊
ハ
門
前
ニ
テ
御

下
車
御
徒
歩
ニ
テ
入
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ト
ノ
事
デ
ア
ル
。 

縣
ノ
役
人
ハ
大
迫
縣
令
始
メ
一
同
西
北
ノ
文
庫
倉
デ
事
務
ヲ
執
ラ
レ
タ
ト
ノ

事
デ
ア
ル
。 

現
今
ノ
米
倉
ハ
南
ノ
一
部
ヲ
其
後
増
築
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
當
時
ハ
門
ノ
東

ニ
厩
舎
ア
リ
、
夫
レ
ヘ
御
馬
車
ノ
馬
匹
ハ
入
レ
タ
ト
ノ
事
デ
ア
ル
ガ
當
御
巡
幸

中
ノ
御
料
馬
車
二
輪
臣
下
馬
舎
一
輪
御
物
運
搬
馬
車
一
輪
馬
匹
四
十
二
頭
ト
用

度
品
記
ニ
載
レ
ル
故
、
此
厩
舎
ヘ
ハ
御
馬
車
用
ノ
馬
匹
ノ
一
部
ヲ
収
容
シ
タ
ル

モ
ノ
ベ
シ
ト
推
想
サ
ル
。 
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邸
ノ
東
北
隅
ニ
ア
ル
井
戸
水
（
此
井
今
ハ
取
毀
チ
テ
無
シ
）
ヲ
御
料
ニ
供
シ
タ

ガ
、
此
井
ニ
ハ
新
ニ
井
桁
ヲ
作
リ
、
蓋
ヲ
モ
新
調
シ
、
厳
重
ニ
錠
ヲ
御
シ
、
入
用

ニ
ハ
一
々
掛
リ
官
ヨ
リ
錠
鍵
ヲ
受
ケ
来
リ
テ
水
ヲ
汲
ミ
上
ゲ
（
以
下
略
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
東
海
道
よ
り
山
崎
家
の
敷
地
へ
向
か
う
路
地
を
整
備
し
道

幅
を
広
げ
た
こ
と
、
当
日
は
主
屋
を
明
け
渡
し
、
山
崎
家
の
住
民
は
背
面
の
蔵

に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
行
在
所
と
し
て
使
用
に
際
し
、
御
下
賜
品
と

し
て
、
御
紋
付
三
ツ
組
木
盃
一
組
、
紅
白
羽
二
重
二
疋
、
行
在
所
御
建
札
一
本
、

お
よ
び
「
御
浴
室
御
厠
そ
の
他
在
来
の
家
屋
へ
附
着
建
設
の
も
の
は
悉
皆
戸
主

へ
下
し
置
き
た
り
」
と
し
て
賜
っ
た
。
ま
た
、
御
泊
と
し
て
金
七
拾
円
、
御
立

退
物
と
し
て
、
金
一
円
貮
二
十
五
銭
を
賜
っ
た
。 

              

 

建
物
名
お
よ
び
室
名 

現
在
の
部
屋
名
称
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

「
行
幸
先
発
官
指
示
書
」
に
は
、
玉
座
の
間
の
ほ
か
供
奉
者
の
宿
泊
も
し
く
は

滞
在
の
室
名
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
行
幸
先
発
官
指
示
書
」
は
、
中
川
氏
が
入

手
し
た
二
八
枚
の
小
型
綴
り
本
で
あ
る
。
指
示
書
に
は
、
「
掛
川
ノ
行
在
所
記

録
」
（
中
川
蔵
仮
綴
本
一
一
頁
・
以
下
記
録
）
と
綴
り
内
で
の
貢
数
は
不
明
で

あ
る
が
白
紙
に
書
か
れ
た
室
の
使
用
表
（
以
下
覚
書
）
が
あ
る
。
室
の
記
銘
は

仏
間
、
上
之
間
、
土
間
、
前
米
蔵
な
ど
断
定
で
き
る
。
指
示
書
及
び
覚
書
を
ま

と
め
た
も
の
が
表
二
‐
一
で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
し
た
「
山
崎
家
邸
内
外
當
時

ノ
有
様
」
で
は
、
南
の
一
部
を
増
築
し
た
米
倉
、
東
に
厩
舎
が
接
続
し
た
長
屋

門
、
西
北
に
あ
る
文
庫
蔵
、
北
裏
の
倉
庫
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報

を
整
理
し
た
物
が
次
の
図
二
‐
一
で
あ
る
。 

  
 

 
 

記銘 記録 覚書 

侍補 二階 次ノ間 

近衛士官 四畳半 十畳 

侍従 部屋 次ノ間 

供進所 小座敷 納戸 

出納課 茶ノ間 六畳 

庶務課 茶ノ間   

宮内省 仏間   

大政官 仏間南   

内膳課 仲ノ間 茶ノ間・台所 

調度課 門西 向店 

内匠課 門西 向店 

仕人 向店 店二階 

御輿置所 前米倉 前倉 

便所 茶ノ間北   

便所 座敷西   

便所 部屋西裏   

玉座 上ノ間 上ノ間 

御次 次ノ間   

料理所 土間 台所 

〆切 六畳 六畳 

県官詰所   中ノ間 

内廷課   小座敷 

侍医局   四畳半 

御廐課   向店 

表 2-1 行在所仕様時の室名の記録と覚書
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玉座 

次の間 

小座敷 
便所 

便所 

倉庫 倉庫 
文庫倉か？ 

長屋門 

前倉 

みせ 

仏間 

茶の間

土間 

台所 

仏間南

十畳間

門西 

便所 

中の間

図 2-1 行在所としての山崎家の室名（推定） 
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二
―
三 

現
状
の
屋
敷
地
と
庭
園 

 

（
一
）
屋
敷
地
と
家
屋
配
置 

 

屋
敷
地 

旧
東
海
道
（
現
静
岡
県
道
三
七
号
掛
川
浜
岡
線
）
か
ら
幅
一
間
半
ほ

ど
の
小
道
を
約
五
〇
ｍ
北
方
に
入
っ
た
位
置
に
所
在
し
、
南
西
郷
八
三
八
番
ほ

か
一
一
筆
か
ら
成
る
。
南
北
約
八
五
ｍ
、
東
西
約
八
五
ｍ
で
あ
り
、
面
積
は
五

三
〇
二
・
一
六
㎡
（
一
六
〇
三
・
九
坪
）
と
広
大
で
敷
地
内
は
ほ
ぼ
平
坦
で
あ

る
。
北
方
に
逆
川
、
東
方
に
新
知
川
が
流
れ
、
周
囲
は
宅
地
が
並
ぶ
。
敷
地
に

は
主
屋
を
は
じ
め
奥
座
敷
棟
、
二
階
屋
、
風
呂
・
便
所
棟
、
米
蔵
、
西
蔵
、
奥

蔵
な
ど
計
一
四
棟
が
あ
る
。
こ
れ
ら
建
物
群
は
コ
の
字
型
の
堀
に
囲
ま
れ
、
一

部
奥
座
敷
の
み
直
上
に
造
成
さ
れ
る
。
敷
地
南
西
部
分
は
庭
と
な
り
、
堀
を
挟

ん
で
広
が
る
。
主
屋
背
面
は
裏
庭
が
あ
り
、
西
蔵
、
北
蔵
、
味
噌
蔵
、
納
屋
に

囲
ま
れ
る
。
な
お
、
堀
は
現
在
空
堀
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
逆
川
か
ら
水

を
引
き
込
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。 

家
屋
配
置 

敷
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
主
屋
、
南
辺
に
長
屋
門
を
中
心
に
建
て
、
東

に
米
蔵
、
西
に
主
庭
が
広
が
る
。
長
屋
門
東
前
方
に
は
、
史
蹟
指
定
を
記
念
し

た
石
碑
が
建
つ
。
主
屋
に
は
、
北
に
新
風
呂
・
便
所
棟
、
西
に
風
呂
・
便
所
棟
、

二
階
屋
が
付
属
し
、
そ
の
背
面
に
は
、
奥
座
敷
棟
が
続
く
。
主
屋
前
面
西
側
は

主
庭
で
、
赤
松
や
椎
等
の
高
木
や
中
木
、
つ
つ
じ
な
ど
の
低
木
、
燈
籠
な
ど
で

飾
ら
れ
る
。
主
庭
の
赤
松
は
、
旧
山
崎
家
が
「
松
ヶ
岡
」
と
通
称
さ
れ
る
所
以

の
一
つ
と
い
わ
れ
、
主
屋
表
座
敷
境
の
欄
間
彫
刻
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
主

屋
背
面
側
で
は
、
東
辺
に
中
央
に
納
屋
、
北
辺
に
味
噌
蔵
、
北
蔵
、
西
辺
の
北

側
に
西
蔵
、
奥
蔵
が
並
ぶ
。
西
蔵
北
方
に
は
庭
を
設
け
、
木
塀
で
囲
み
、
屋
敷

神
を
祭
る
祠
が
二
基
、
北
辺
に
裏
門
を
作
る
。 

 

 
 

図 2-2 旧山崎家住宅配置図（現況） 

北蔵 
味噌蔵

納屋 

米蔵 

長屋門

石碑 

主屋 

風呂・便所棟

奥座敷 

二階屋 

西蔵 
奥蔵 

主庭 

中門 

裏庭 

新風呂・便所 

堀 

新知川

裏門 

逆川 
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（
二
） 

庭
園
の
現
況 

 

概
要 
外
部
空
間
は
主
屋
の
南
お
よ
び
西
側
に
主
庭
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
奥

座
敷
西
側
に
面
し
た
芝
庭
が
あ
る
。
主
屋
の
北
は
、
池
を
配
し
た
庭
、
東
お
よ

び
北
側
は
裏
庭
と
な
っ
て
い
る
。
式
台
の
前
に
も
植
え
込
み
が
あ
る
。
敷
地
の

西
側
の
堀
は
主
庭
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
敷
地
の
北
東
角
と
、
南
西
に
樹
高

八
か
ら
十
ｍ
の
ス
ダ
ジ
イ
が
あ
る
。
屋
敷
の
名
前
の
由
来
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
は

主
庭
に
の
み
見
ら
れ
る
。 

 

式
台
前 

長
屋
門
か
ら
入
る
と
西
に
塀
と
中
門
が
あ
る
。
中
門
を
入
る
と
玄
関

へ
直
角
に
切
り
石
が
敷
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
切
り
石
か
ら
主
庭
へ
は
板

塀
を
介
し
て
丸
み
を
お
び
た
飛
び
石
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
「
真
行
草
」
で
見

る
と
、
式
台
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
真
」
、
庭
に
向
か
う
動
線
は
「
草
」
と
、

意
匠
を
分
け
る
事
で
空
間
の
性
格
の
違
い
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
玄
関
正
面
に

は
小
ぶ
り
の
春
日
燈
籠
が
あ
り
、
西
に
景
石
が
据
え
ら
れ
、
東
に
は
ド
ウ
ダ
ン

ツ
ツ
ジ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は
燈
籠
を
超
え
る
大
き
さ
に

成
長
し
て
い
る
。 

 

主
庭 

飛
び
石
を
配
し
た
庭
園
で
あ
る
。
最
も
大
き
な
特
徴
は
ア
カ
マ
ツ
が
主

要
木
で
あ
る
こ
と
、
堀
が
庭
園
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
座
敷

の
南
側
と
西
側
に
据
え
ら
れ
た
沓
脱
ぎ
石
は
い
ず
れ
も
大
振
り
の
鞍
馬
石
（
座

敷
南
一
四
〇
〇
×
一
三
〇
〇
㎜
、
座
敷
西
一
六
〇
〇
×
一
二
〇
〇
㎜
）
で
あ

る
。
庭
の
中
央
に
は
池
が
あ
る
。
池
の
縁
は
模
様
の
入
っ
た
石
が
組
ま
れ
て
い

る
。
池
の
中
に
も
景
石
が
置
か
れ
て
い
る
。
飛
び
石
は
ふ
た
つ
の
沓
脱
ぎ
石
と

中
門
か
ら
庭
へ
の
入
り
口
を
繋
ぐ
よ
う
に
打
た
れ
て
い
る
（
図
二-

三
）
。
飛

び
石
は
鞍
馬
石
が
主
と
考
え
ら
れ
、
新
鞍
馬
石
の
可
能
性
も
あ
る
。
庭
の
中
央

に
は
三
〇
〇
〇
×
一
四
〇
〇
㎜
の
大
き
な
踏
み
石
が
据
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
短

冊
寄
せ
敷
き
の
延
段
が
南
に
向
か
っ
て
配
さ
れ
て
い
る
。
飛
び
石
の
ア
ク
セ
ン

ト
と
し
て
、
建
物
の
礎
石
を
転
用
し
た
も
の
、
板
状
の
石
（
根
府
川
石
と
思
わ

れ
る
）
、
大
理
石
の
よ
う
な
白
い
石
が
配
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
二
年
、
静
岡

県
発
行
の
『
静
岡
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
（
特
輯
號
）
第
十
一
集

明
治
天
皇
聖
蹟
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
掛
川
行
在
所
平
面
図
」
（
図
三-

三

八
）
に
は
、
長
屋
門
西
側
に
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
写
真
を
見
る
と
、
延

段
の
先
に
竹
垣
が
し
つ
ら
え
て
あ
る
。
現
在
、
竹
垣
は
な
く
、
延
段
は
堀
を
渡

る
飛
び
石
に
繋
が
っ
て
い
る
。
燈
籠
は
春
日
燈
籠
が
三
基
で
、
高
さ
三
ｍ
の
大

き
な
も
の
が
池
の
南
西
に
一
基
、
座
敷
北
西
の
手
水
鉢
と
庭
中
央
の
延
べ
段
の

脇
に
高
さ
一
・
六
ｍ
の
も
の
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
表
座
敷
の
南
東
の
蹲
踞
横

の
燈
籠
は
竿
に
凹
凸
が
あ
り
笠
は
丸
み
を
帯
び
、
他
と
異
な
っ
て
い
る
。
昭
和

十
二
年
の
写
真
に
は
池
の
そ
ば
に
雪
見
燈
籠
が
あ
る
が
、
現
在
は
同
じ
位
置
に

は
な
く
、
奥
座
敷
の
庭
に
移
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
主
庭
に
つ
く
ば
い
は

二
箇
所
あ
り
座
敷
西
北
の
も
の
は
六
角
形
の
整
形
さ
れ
た
手
水
鉢
、
座
敷
南
側

の
も
の
は
自
然
石
の
手
水
鉢
で
あ
る
。
高
木
は
ア
カ
マ
ツ
、
ス
ダ
ジ
イ
、
モ
ッ

コ
ク
、
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
な
ど
が
あ
り
、
低
木
は
ア
セ
ビ
、
ク
チ
ナ
シ
、
ド
ウ
ダ

ン
ツ
ツ
ジ
な
ど
花
を
観
賞
す
る
樹
種
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
調
査
報
告

の
写
真
を
見
る
と
、
高
木
は
マ
ツ
が
主
で
ツ
ツ
ジ
の
刈
り
込
み
と
ク
マ
ザ
サ
が

植
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
低
木
が
成
長
し
ク
マ
ザ
サ
は
座
敷
か
ら
見
て
池
の

手
前
に
あ
っ
た
も
の
が
、
南
西
の
奥
に
移
っ
て
い
る
。 

 
堀
に
は
現
在
は
水
が
な
く
、
橋
が
一
箇
所
架
け
ら
れ
て
い
る
。
「
掛
川
行
在

所
平
面
図
」
で
は
敷
地
が
堀
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
堀
の
西
側
部
分
は
そ
の

後
新
し
く
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
堀
の
西
側
は
飛
び
石
が
奥
座
敷
棟
に
向
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か
っ
て
打
た
れ
て
お
り
、
堀
の
端
に
植
え
ら
れ
た
広
葉
樹
と
塀
の
際
に
植
え
ら

れ
た
針
葉
樹
の
間
を
歩
く
山
道
の
風
情
が
あ
る
。
燈
籠
は
四
基
あ
り
、
雪
見
燈

籠
と
思
わ
れ
る
も
の
が
二
基
、
置
燈
籠
と
春
日
燈
籠
が
そ
れ
ぞ
れ
一
基
ず
つ
あ

る
が
、
欠
け
て
い
る
部
分
が
あ
り
完
全
で
は
な
い
。
地
震
で
崩
壊
し
た
の
ち
、

復
旧
で
き
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
堀
に
近
い
と
こ
ろ
に
石
が
多

数
あ
る
が
、
こ
れ
も
雑
然
と
置
か
れ
て
お
り
、
造
ら
れ
た
当
初
の
か
た
ち
は
不

明
で
あ
る
。
珍
し
い
も
の
と
し
て
、
奥
座
敷
棟
に
近
い
と
こ
ろ
に
化
石
が
表
面

を
覆
っ
た
石
が
置
か
れ
て
い
る
。
高
木
は
幹
の
直
径
が
八
〇
〇
㎜
を
超
え
る
ス

ダ
ジ
イ
が
あ
る
ほ
か
、
ス
ギ
、
シ
ラ
カ
シ
な
ど
が
あ
る
。
ス
ギ
以
外
は
植
え
ら

れ
た
も
の
か
、
こ
ぼ
れ
種
か
ら
成
長
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
堀
の
近
く

に
は
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
、
サ
ル
ス
ベ
リ
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

奥
座
敷
棟
西
側
の
庭 

奥
座
敷
棟
の
増
築
に
と
も
な
っ
て
作
ら
れ
た
、
芝
生
に

飛
び
石
が
配
さ
れ
た
明
る
い
庭
で
あ
る
（
図
二-

四
）
。
奥
座
敷
棟
の
西
側
は

鞍
馬
石
（
一
八
〇
〇
×
七
〇
〇
㎜
）
、
南
側
は
御
影
石
（
九
五
〇
×
九
五
〇

㎜
）
の
方
形
の
沓
脱
ぎ
石
が
あ
る
。
犬
走
り
の
縁
石
も
御
影
石
で
あ
る
。
奥
座

敷
棟
の
北
西
に
は
円
形
の
立
手
水
鉢
が
あ
り
、
周
囲
に
石
組
み
が
あ
り
、
西
に

燈
籠
が
あ
る
。
燈
籠
は
丸
み
を
帯
び
た
形
で
、
基
礎
、
竿
、
中
台
ま
で
あ
る

が
、
火
袋
よ
り
上
部
は
地
面
に
置
か
れ
て
い
る
。
中
央
部
、
座
敷
か
ら
西
に
見

え
る
位
置
に
は
棗
型
の
手
水
鉢
（
高
さ
六
〇
〇
㎜
）
、
西
側
の
脇
に
風
化
し
た

加
工
を
施
さ
れ
た
生
込
み
燈
籠
（
高
さ
一
七
〇
〇
㎜
）
が
景
を
造
っ
て
い
る
。

南
側
に
は
雪
見
燈
籠
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
燈
籠
に
向
か
っ
て
飛
び
石
が
千
鳥

打
ち
に
配
さ
れ
て
お
り
、
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た
直
径
六
六
〇
㎜
の
丸

い
石
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
高
木
は
北
に
イ
ヌ
マ
キ
、
ク
ロ
マ
ツ
の

ほ
か
、
ウ
メ
、
ツ
バ
キ
な
ど
の
花
木
、
中
低
木
は
ア
オ
キ
、
キ
ャ
ラ
ボ
ク
な
ど

が
根
締
め
と
し
て
植
栽
さ
れ
て
い
る
。 

 

主
屋
北
西
の
庭 

約
七
ｍ
四
方
の
小
さ
な
庭
で
あ
る
。
裏
庭
と
は
木
柵
で
仕
切

ら
れ
て
い
る
。
中
央
に
三
三
〇
〇
×
二
三
〇
〇
㎜
の
方
形
の
池
が
あ
る
。
明
治

初
期
と
思
わ
れ
る
絵
図
（
掛
川
市
蔵
資
料
・
年
代
不
詳
・
図
三-

三
九
）
に
は

同
じ
位
置
に
不
整
形
な
池
が
画
か
れ
て
い
る
た
め
、
池
と
庭
は
当
初
か
ら
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
池
の
縁
の
東
側
の
み
自
然
石
で
、
そ
の
ほ
か
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
池
の
縁
が
当
初
の
も
の
か
は
不

明
で
あ
る
。
北
に
方
形
の
御
影
石
の
沓
脱
石
（
一
二
五
〇
×
五
〇
〇
㎜
）
が
あ

り
、
鞍
馬
石
の
お
お
ぶ
り
の
踏
始
石
に
霰
こ
ぼ
し
の
延
段
が
配
さ
れ
て
い
る

(

図
二-

五)

。
南
東
の
角
に
は
直
径
七
〇
〇
㎜
の
御
影
石
の
水
盤
が
置
か
れ
て

い
る
。
池
の
周
囲
に
は
サ
ツ
キ
ツ
ツ
ジ
、
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
、
ナ
ン
テ
ン
、
ハ

イ
ビ
ャ
ク
シ
ン
、
ギ
ボ
ウ
シ
な
ど
彩
り
の
あ
る
低
木
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
沓

脱
ぎ
石
の
周
り
は
苔
、
延
段
の
東
側
は
リ
ュ
ウ
ノ
ヒ
ゲ
な
ど
の
地
被
が
見
ら
れ

る
。 

 

東
お
よ
び
北
側
の
裏
庭 

サ
ー
ビ
ス
ヤ
ー
ド
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

東
側
の
敷
地
境
界
は
ト
タ
ン
の
笠
木
を
付
け
た
板
塀
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
米

蔵
の
北
に
は
カ
キ
が
、
納
屋
の
南
に
は
ス
イ
セ
ン
と
ア
ジ
サ
イ
が
植
え
ら
れ
て

い
る
。
納
屋
の
南
と
東
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装
さ
れ
て
い
る
。 

主
屋
の
北
庭
は
南
北
と
西
側
に
二
列
に
配
し
た
切
石
が
直
線
上
に
敷
か
れ
、

蔵
と
主
屋
を
繋
い
で
い
る
。
蔵
の
基
礎
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
切
石

は
や
わ
ら
か
い
伊
豆
石
と
思
わ
れ
る
。
蔵
の
軒
下
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装
さ

れ
、
同
じ
切
石
の
縁
石
が
巡
っ
て
い
る
。
記
録
で
は
明
治
天
皇
の
巡
幸
の
た
め
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に
、
屋
敷
地
の
東
北
角
に
あ
る
井
戸
の
井
桁
を
新
し
く
し
た
が
、
そ
の
後
取
り

壊
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
山
崎
常
磐
「
明
治
十
一
年
御
巡
幸
遠
江
聖
蹟

記
稿
」
）
が
、
現
在
は
蔵
が
建
っ
て
お
り
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
風
呂
の
北

に
は
水
道
が
設
置
さ
れ
、
東
側
に
は
四
〇
〇
×
六
五
〇
㎜
の
沓
脱
ぎ
石
が
置
か

れ
て
い
る
。 

中
央
に
は
畑
が
あ
り
、
調
査
時
点
（
一
一
月
）
に
は
ダ
イ
コ
ン
、
ネ
ギ
が
作

ら
れ
て
い
た
。
高
さ
一
・
五
ｍ
か
ら
三
ｍ
の
カ
キ
が
六
本
植
え
ら
れ
て
い
る
。

聞
き
取
り
に
よ
る
と
二
階
屋
の
北
に
あ
る
カ
キ
は
昭
和
中
期
に
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
他
は
後
に
植
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
地
被
は
芝
生
で
、
北
東
の
一
部

は
リ
ュ
ウ
ノ
ヒ
ゲ
で
あ
る
。
北
東
角
に
は
高
さ
十
二
ｍ
の
ス
ダ
ジ
イ
の
大
木
が

あ
り
、
こ
ぼ
れ
種
で
周
辺
に
ス
ダ
ジ
イ
の
幼
木
が
育
っ
て
い
る
。 

 

             

 

図 2-5 奥座敷棟西側の庭 

図 2-4 主屋北西の庭の沓脱ぎ石と霰こぼし 

図 2-3 主庭の沓脱石と飛び石 
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図 2-6 旧山崎家住宅庭園配置図 
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